
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆協議が始まりました 

   ６月２２日、第 1 回目の４校統合協議    

会が開催されました。 

会議に先立ち、待鳥教育長から、

「子どもたちの健やかな育ちを支え、たく

ましく生き抜く力と、社会にはばたく力、

豊かな心を育成できる教育環境を整備するとともに、高田地区の拠点となる

にふさわしい学校づくりを目指すため、統合にかかる諸課題について調査及び     

協議をいただきたいと思っております。」とあいさつがありました。 

委員の委嘱後、役員選出が行われ、協議会会長には末吉永和（すえよし

よしかず）さん、副会長には鳥巢正巳（とりすまさみ）さん、岩間龍男（いわまた

つお）さん、目野仁（めのひとし）さんが選出されました。 

教育委員会からの諮問を受けた後、これまでの経過等について事務局より  

報告され、協議項目や専門部会の設置、今後のスケジュール等について審議・

決定されました。 

       

江浦小学校、開小学校、二川小学校、岩田小学校の４校統合小学校の

令和５年４月開校を目指し、調整が必要な様々な課題について調査・協議を

行うため、４校区の教職員代表、ＰＴＡ代表、地域代表の全３６名の委員で構

成する「４校統合協議会」が発足しました。協議会では、新校の名称をはじめ

校歌、校章、通学対策、ＰＴＡ組織、学校の歴史資料保存、児童間の事前交

流等について調査・協議し、新校の円滑なスタートを目指します。  

今後、開校するまでの間、協議会で調査・協議された内容は『４校統合協

議会だより』を通じて、保護者の皆さんや地域の皆さんにお知らせしていきます。  

４校統合協議会だより 
江浦小・開小・二川小・岩田小  

第１号 

令和３年８月１日発行 
発行／４校統合協議会 

第１回４校統合協議会の様子  

令和３年６月  ４校統合協議会発足  



 この度、会長に就任しました開校区の末吉永和と申します。お引き受けしたものの、

時間がたつにつれ、事の重大さに気付き、身の引き締まる思いです。  

 現在、地方では全国的に少子高齢化が進み、みやま市でも児童数が

減少し、今後もこの傾向が続くと思われます。社会においても、AI の

発達で、近い将来働き方が大きく変わると言われています。学校でも、

社会の変革に対応できる児童の育成に力を注ぐべきではないでしょう

か。何事にも「めげない、あきらめない、やりとげる」強い精神力を

持つ人間的成長の基礎を築く学校になるための統合だと思います。多

くの児童がいて、クラス替えがあり、切磋琢磨することで、強い精神

力が生まれると思うからです。  

 また、４校区それぞれにコミュニティ等の問題があると思いますが、

まずは子ども達の事を第一にお考えいただき、ご理解いただきますよ

うお願いします。令和５年４月開校に向け全力で取り組みますので、

皆様方のご協力をお願い申し上げます。  

          ≪４校統合協議会委員名簿≫       （敬称略）  

江浦校区  開校区  

校長  福山恵里佳  校長  江口  里美  

教頭  後藤  伸介  教頭  山口  龍治  

主幹教諭  田中美和子  主幹教諭  江頭  悦士  

保護者  平川  智浩  PTA 副会長  境  健太郎  

保護者  武田   恵  前 PTA 会長  杉野   幸  

保護者  関   美香  PTA 会長  東  絵理香  

校区区長会長  前𠩤   寛治  見守り隊会長  ◎末吉  永和  

校区社協会長  ○鳥巢  正巳  学校運営協議会会長  内野  良隆  

支館長  渋谷  和弘  支館主事  伊藤  辰美  

二川校区  岩田校区  

校長  萩島  安彦  校長  成清  和美  

教頭  木下  千恵  教頭  山口  信子  

主幹教諭  棚町  太道  主幹教諭  山田  智子  

前育友会会長  宮本健一郎  保護者  山下  春菜  

前育友会母親代表  本山絵里子  保護者  黒田亜季美  

PTA 役員（中学校）  柳谷   彬  前 PTA 会長  ○目野   仁  

校区区長会長  髙田    學  校区区長会長  山下  勝弘  

支館長  足達  一豊  区長  木下  正信  
学校運営協議会会長  ○岩間  龍男  区長  塚本八重子  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ☆ 運営方法について確認しました 
 

○会 議 の位 置 づけ 原則として協議会、専門部会ともに、2 か月に一度開催します。 
 

○会議の公開について 原則公開しますが、案件によっては非公開とすることがあります。  
 

○代理出席について 代理出席はできませんが、意見は事前に文書等で伝えることがで  
きます。 

 

○会 議 録 について 発言者名は記載せず、要点のみ記録します。  
 

○広 報 に つ い て 「４校統合協議会だより」を作成し、行政区や学校を通じて４校区
の世帯に配布します。また４校区内の幼稚園・保育園や市役所・
支所にも備え、市ホームページや広報みやまでも協議会の様子を
お伝えします。 

◎会長  〇副会長

４校統合協議会会長 

末吉  永和  



 

 

 

 

統合協議会では、統合までに調整しておく必要がある項目を次の１５項目とし、協  

議を効率的に進めていくため、４つの専門部会を下部組織として設けました。この専門  

部会で協議・調整した内容を協議会に報告していきます。  

 

        統合校の名称・校歌・校章・校訓・学校指定備品等（制服）について 

 

       通学路の検討・通学路の安全対策・スクールバス運行の検討について 

 

        式典等・PTA 活動・地域との連携について 

 

        教育方針等・事前交流活動・保存資料・移転計画について 

 

～学校名を募集します～ 
４校区の子どもたちの夢と希望を詰め込んだ、また地域の皆さんにも親し

まれる、魅力と活力にあふれた特色ある小学校にしたいという想いから、学
校名を公募します。  

応募資格  原則としてみやま市にお住まいの人  

応募期限  令和３年８月２７日（金）  ※当日消印有効（郵送の場合）  

公募の方法 

●裏面の応募用紙（コピー可）に、新しい学校名、その学校名にした

理由、応募者の住所・氏名・年齢・電話番号をご記入ください。  

●事務局へ郵送いただくか、応募箱に投函してください。  

【応募箱の設置場所】  
みやま市役所２階総合窓口  
山川支所並びに高田支所の市民サービス係  

●児童、保護者の皆さまは各小学校へも提出できます。  
 

※  小学生は、学校名と学年を記入してください。  

※  記入漏れがありますと、審査の対象にならない場合があります。  

※  広報みやま８月１日号の「とじ込みはがき」でも応募は可能です。 

記入内容  

●  漢字、ひらがな、カタカナは問いません。  

●  「江浦」「開」「二川」「岩田」の名称は使えません。  

●  所定の応募用紙１枚につき、１点のみご記入ください。  

●  １人何点でも応募できますが、同一の名称は１点のみとします。  

●  次のような学校名を応募ください。  

・４校区の地域をイメージできるもの  

・わかりやすく、親しみやすいもの  

・学校の発展や児童の成長を期待する意味を込めたもの  

選定方法  

及び発表  

●  教育委員会が学校統合協議会と協議し決定します。  

●  必ずしも応募数の多いものに決定するものではありません。  

●  学校統合協議会だより、広報みやま、市ホームページ等で発表し  

ます。  

そ の 他 

●  応募された学校名に関する一切の権利は、みやま市教育委員会に  

帰属します。  

●  応募者の個人情報を、他の目的で使用することはありません。  

 ☆  ☆協議項目  
 

総務部会  

通学安全部会 

組織部会  

学校運営部会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～江浦小学校・開小学校・二川小学校・岩田小学校～  

統合小学校の校名応募用紙  

（ふりがな）  

新しい学校名  

（            ） 

みやま市立            小学校  

その学校名  

とした理由  

 

ご 住  所  

〒                  

（ふりがな）  

お 名  前  

 

 

 
年    齢  歳  

電話番号  （   ） 
学校名・学年  

※小 学 生 のみ記 入  

小学校   

 年  

 

この線で切り取ってご応募ください  

次回の４校統合協議会は  

 

８月２６日（木）19：０0～  

      まいピア高田多目的ホールで行います。  

【問合せ先】  

４校統合協議会事務局  

(教育総務課  総務・学校再編推進係） 

〒835-0192 みやま市山川町立山 1278 
TEL32-9101 FAX32-9100 

～傍聴について～  

 会議はどなたでも傍聴することができます

が、新型コロナ感染症の感染状況によって

は、傍聴をお断りすることがございます。ご了

承いただきますようお願いします。  


